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「まん延防止等追加対策」について 

 

本県では、「第４波」の感染拡大を受け、４月２３日に「『第４波』非常事態宣言」

を発出し、「非常事態対策」を実行するとともに、５月９日から５月３１日までの間

については、国により「まん延防止等重点措置」を実施すべき区域への指定を受け、

県内１６市町を措置区域として対策を行ってきたところです。 

しかしながら、５月１４日には、新規感染者数は過去最多の１５５人となり、本日

現在で９日間連続で１００人越えとなるなど、感染拡大に歯止めがかかっておりませ

ん。また、感染は県内全域で確認されており、より広域に措置を実施し、これ以上の

感染拡大を阻止することが急務です。 

そのため、岐阜県新型コロナウイルス感染症対策本部では、５月１６日から、特に

感染拡大の傾向が見られる６市町を重点措置区域に追加するとともに、別添のとおり

「まん延防止等追加対策」が示されたところです。 

県内の高齢福祉サービス事業所等におかれては、上記対策の趣旨に基づき、何とし

ても感染拡大に歯止めをかけるため、下記によりすべての関係者に対する感染拡大防

止の取組みの徹底を継続願います。 

 

記 

 

１ 感染の急拡大を阻止するための対策の徹底 

○ 第４波では、福祉施設職員や利用者の方が、施設外で感染する事例が多く発生し

ています。発熱等体調不良の方は、本人の全ての行動（出勤、施設利用）をストッ

プするよう、すべての関係者に徹底してください。併せて、家族など本人以外の関

係者の健康状態の確認を徹底してください。 

○ すべての関係職員等が、日常生活での感染対策（マスク着用、手指消毒等）、体

調管理（少しでも体調不良があれば休む等）に取り組むほか、特に感染リスクの高

い場面を回避するよう徹底をお願いします。 

 

 



２ これまでの感染拡大防止対策の継続徹底 

（１）「ぎふコロナガード」（感染対策担当者）による重点的な対策チェックの実施 

 各施設で設置している「ぎふコロナガード」（感染対策担当者）により、以下の

項目に対する重点的なチェックをお願いします。 

 

 

 

 

 

（２）職員、利用者等の感染防止対策について 

・ 派遣職員、厨房等の委託職員、研修生、技能実習生など、施設に出入りするすべ

ての関係職員等を対象に、感染防止対策の実施をお願いします。 

・ 職員の方は体調不良の時は適切に休み、診療を受けることの徹底をお願いします。 

（３）施設へ感染を持ち込まない・拡大させない対策について 

・ 職員、利用者、面会者、関係業者等の来訪者すべての方の体調チェックを継続し、

水際作戦の徹底の継続をお願いします。 

・ 施設内の標準予防策（マスクの常用、手指衛生の強化等）の再確認、強化・徹底

の継続をお願いします。 

・ 食事の場所や更衣室（ロッカー室）については、他の職員等と一定の距離を保つ

など、感染リスクを徹底して避ける配慮を継続してください。 

・ 入所施設では、入所者の体調管理を徹底し、体調不良の入所者には速やかに診療

を受けていただくとともに、感染が懸念される場合にはマスクに加えフェイスシー

ルド等の個人防護具を使用して対応するよう引き続きお願いします。 

・ 通所系施設では、送迎車両でのマスク着用及び換気等の実施、共用部分やリハビ

リ機器の消毒及び手指衛生の強化、感染が懸念される場合には食事時及び入浴時の

マスクに加えたフェイスシールド着用等による対策を引き続きお願いします。 

（４）入所施設での予防的検査の実施について 

 県及び岐阜市では、感染拡大兆候の事前探知に向け、入所施設の従業者を対象と

した予防的検査の実施を進めています。各入所施設においては、予防的検査の積極

的な実施をお願いします。 

 

＜添付資料＞ 

・「まん延防止等追加対策」（令和３年５月１５日岐阜県新型コロナウイルス感染症対

策本部） 
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○ 日常生活での予防策の徹底（マスク、手指衛生、三密回避の徹底継続） 

○ 施設の感染防止体制（職員研修の実施など） 

○ 持ち込まない対策（職員、利用者、委託業者等すべての関係職員への水際対策） 

○ 施設内の対策（利用者の体調管理、食事場所や更衣室対策等） 

 


